
提

出

者

金

田

誠

一

平
成
十
三
年
八
月
八
日
提
出

質

問

第

六

号

防
衛
庁
に
よ
る
情
報
収
集
活
動
の
限
界
に
関
す
る
質
問
主
意
書

6



防
衛
庁
に
よ
る
情
報
収
集
活
動
の
限
界
に
関
す
る
質
問
主
意
書

「
衆
議
院
議
員
金
田
誠
一
君
提
出
防
衛
庁
に
よ
る
情
報
収
集
活
動
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書
」
（
平
成
十
三
年
六
月

二
十
六
日
答
弁
）
に
よ
る
と
、
所
掌
事
務
を
遂
行
す
る
上
で
必
要
が
あ
れ
ば
情
報
収
集
が
認
め
ら
れ
る
と
の
政
府
の
態
度
で
あ

る
が
、
そ
の
限
界
に
つ
い
て
何
ら
言
明
し
て
い
な
い
。

我
が
国
唯
一
の
武
力
集
団
で
あ
る
防
衛
庁
・
自
衛
隊
が
自
国
民
に
対
す
る
情
報
収
集
に
関
し
て
何
ら
歯
止
め
が
な
い
と
す
る

の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
意
図
、
目
的
に
関
し
て
底
知
れ
ぬ
不
安
を
国
民
に
も
た
ら
す
も
の
で
あ
り
、
政
府
の
見
解
を
た
だ
す
た
め

に
以
下
質
問
す
る
。

一

防
衛
庁
が
所
掌
事
務
を
遂
行
す
る
上
で
必
要
と
な
る
情
報
収
集
等
の
方
法
に
つ
い
て
限
界
は
あ
る
の
か
、
政
府
の
見
解
を

明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

二

先
の
答
弁
に
お
け
る
「
那
覇
防
衛
施
設
局
職
員
が
同
村
長
と
報
道
関
係
者
と
の
や
り
取
り
を
録
音
し
メ
モ
し
た
行
為
」

は
、
当
事
者
か
ら
の
了
解
を
得
た
も
の
で
は
な
い
と
報
じ
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
の
点
に
関
し
政
府
の
事
実
認
識
を
明
ら
か
に

さ
れ
た
い
。

三

当
事
者
か
ら
の
了
解
を
得
ず
に
行
わ
れ
た
右
行
為
に
つ
い
て
、
政
府
は
合
法
か
つ
適
切
な
行
為
と
考
え
て
い
る
の
か
、
明

一



ら
か
に
さ
れ
た
い
。

四

右
行
為
は
、
当
該
職
員
個
人
の
判
断
で
行
わ
れ
た
も
の
な
の
か
、
上
司
か
ら
の
命
令
に
よ
る
も
の
な
の
か
、
明
ら
か
に
さ

れ
た
い
。

五

今
回
の
事
件
で
防
衛
庁
が
、
そ
の
所
掌
事
務
を
遂
行
す
る
上
で
必
要
と
な
る
情
報
収
集
の
対
象
に
地
方
自
治
体
の
首
長
を

置
い
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
わ
け
だ
が
、
地
方
議
員
、
国
会
議
員
も
同
様
に
情
報
収
集
の
対
象
と
し
て
い
る
の

か
、
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

六

防
衛
庁
は
そ
の
所
掌
事
務
を
遂
行
す
る
上
で
必
要
で
あ
れ
ば
、
部
外
者
の
「
個
人
に
関
す
る
情
報
」
（
「
行
政
機
関
の
保

有
す
る
情
報
の
公
開
に
関
す
る
法
律
」
第
五
条
で
い
う
と
こ
ろ
の
も
の
）
を
収
集
す
る
こ
と
も
許
さ
れ
る
の
か
、
政
府
の
見

解
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

右
質
問
す
る
。

二


